
令和 8年度 第 1

川西市市営住宅入居申込案内書

■募集期間 :令和 8年 5月 11日 (月 )～ 令和 8年 5月 20日 (水)

■ 抽 選 日 :令和 8年 6月 22日 (月 )

■ 申込方法 :申込書とはがき2枚を添付の封筒にいれて、郵送もしくは

市営住宅管理センターヘ持参 してください。

※令和8年 5月 20日 (水)までの消印有効で、令和8年 5月 22日 (金)まで

に必着。消印が有効であっても到着が遅れた場合は無効となりますので

余裕をもって郵送してください。

※申し込みは、1世帯1通に限ります。(2通以上は全て無効となります)

■ 郵送にあたっては、以下の金額の切手を貼り、送付してください。

抽選番号のお知らせ、抽選結果のお知らせ (はがき):  85円 切手

申込書、必要書類を郵送される場合 (封筒)   : 110円 切手
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【問い合わせ先 】

'H西

市営住宅管理センター

〒666-0016 ,H西市中央町 3番 2号
'II西

北ビル 5階

電話番号 072-740-1090
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申し込み

抽  選

結果報告

書類審査

入居説明会

申し込みから入居まで

令和 8年 5月 11日 (月 )か ら令和 8年 5月 20日 (水)ま で
申込書の提出は郵送もしくは市営住宅管理センターヘの持参とします。

郵送の場合、令和 8年 5月 20日 (水)付までの消印があり令和 8年 5月
22日 (金)至」着分までを有効とします。

申込者が募集戸数を上回つたときは、公正な立会人の下で公開抽選のうえ

仮当選者等を決定 します。公開抽選の日時は下記の通 りです。

なお、拍選番号はがきは令和 8年 6月 中旬に各申込者に通知 します。

◆公開抽選日時について

公開抽選日:令和 8年 6月 22日 (月 )
抽選会場 :市役所 2階 202会議室
団地ごとの抽選時間を設定しております。
※注意 中●入場は原則、 1世帯につき1人 とさせていただきます

抽選の結果 (仮当選・補欠仮当選・落選)は令和 8年 6月 30日 (火 )
までに、はがきにて通知 します。電話での問合せには対応いたしません。

抽選の結果は、公開抽選終了後ホームページにて公表いたします。

また、公開抽選日から 1週間程度、川西市営住宅管理センターおよび市
役所住宅政策課 (5階 5番)に掲示 します。

仮当選された方は、入居される家族全員の収入証明書 (令和 8年度市県
民税課税証明書等)、 住民票、その他必要書類を提出の上、資格審査を

受けていただき入居の可否を決定します。提出日・必要書類は、別途仮

当選者に通知 します。指定日までに提出がない場合は失格となります。

審査結果は令和 8年 7月 下旬に通知 します。

入居者説明日 :令和 8年 8月 19日 (水 )
開 催 場 所 :市役所 2階  201会 議室
※説明会へは、指定日までに 9月家賃と敷金 (家賃の 3ヵ 月分)の
納付他、入居に必要な書類の提出が完了した方のみ参加できます

入居許可日は、令和 8年 9月 1日 (火 )を予定しています。
許可日から 14日 以内に全員入居 していただきます。正当な理由なく入
居されない場合は、入居辞退とみなします。

1

抽選時間 募集団地

10時 00分
優先枠住宅 (申込住宅番号 1番～ 6番 )
滝山団地、栄花団地 K棟、日高団地 A棟、花屋敷団地 A棟、
栄南団地 1号棟、加茂桃源団地 1号棟

10時 25分

その他 募集住宅 (申込住宅番号 7番～ 18番 )
滝山団地、出在家団地、日高団地 Bl,2棟 、
栄花団地 」棟、花屋敷団地A棟、栄南団地 1号棟、
加茂り[源団地 1・ 3・ 4号棟

入  居



申込資格

市営住宅に応募される方は、次の(1)から(6)の要件 ((2)は①か②のどちらか)を
満たしていることが必要です。

(1)居住地域
市営住宅に入居申込時点で、申込者本人が市内在住又は市内在勤3年以上の方
・住民票や在職証明書等でその事実が確認できること

(2)世帯構成
①現に同居し、又は同居しようとする親族で構成される2人以上の世帯
※結婚又は離婚予定の方は、令和 8年 6月 17日 (水)ま でに、結婚又は離婚が成立
したことがわかる公的書類 (戸籍謄本等)を提出してください。
※内縁関係にある場合は、住民票で未届の夫又は未届の妻となっており、戸籍謄本

でも他に婚姻関係がないことが確認できること。
※パートナーシップ宣誓書受領証等 (川西市発行)又はパートナーシップ制度届出
受理証明書 (兵庫県発行)の交付を受けている場合、当該書類によリパートナー
であることを確認できること。
※夫婦の別居や友人等による寄合世帯、他に扶養義務者のある祖父母、親、兄弟、

姉妹、孫等を呼んで同居させるなど、不自然な合体・分離をした世帯については

申し込むことができません。

※胎児は人数に合みません。

②単身世帯 (単身可の記載がある住戸のみが申込対象となります)
単身世帯かつ下記 ア～キのいずれかに該当される方のみ申込資格があります

※単身世帯とは、戸籍謄本上で婚姻関係があるものがおらず、住民票上も 1人世

帯である世帯のことです。

※オに関しては配偶者等からの暴力 (DV)を受けた被害者で以下のいずれかに該当
する方を言います。
a 女性相談支援センターの一時保護または女性自立支援施設若しくは母子生活支援施設
における一時保護または保護が終了して5年未満の方
b 裁判所の保護命令の申立てをした方で、その命令が効力を生じた日から5年未満の方

※身体上又は精神上著 しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅にお

いてこれを受けることができず、又は受けることが困難と認められる方は申し込み

できません。

判断が困難な場合は事前にその旨をお申出ください。仮当選後の資格審査において、

場合によっては一定書類の提出や、面接等により調査を行うことがあります。

‐
2‐

ア 満 60歳以上の方 (令和 8年 5月 20日 (水)時点)
イ 1級から4級の身体障害者手帳をお持ちの方
ウ 1級から 3級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
工 Aか らB2の療育手帳をお持ちの方
オ DV(配 偶者等からの暴力)被害者
力 生活保護受給者
キ その他 (戦傷病者、原子爆弾被爆者、海外からの引揚者、
ハンセン病療養所入所者等)



(3)収入条件
入居に際しては「政令月収額」の上限があります。

1

`こ

て りますので、ご確認ください。
の

(4)住宅困窮理由 ※下記いずれかの生活困窮理由にあてはまる世帯

ア 倉庫や事務所など住宅でない場所に居住 している
イ 崩壊の危険がある住宅や衛生上環境の悪い住宅に居住 している
ウ 他の世帯と同居 していて生活上不便を受けている
※他の世帯とは、同じ住所に居住 しているが、住民票上別の世帯のことです

工 住宅がないため、親族と同居できない
オ 住宅の規模や設備、間取 りが世帯構成にあっていない
※申し込み時に間取 り等がわかる資料の添付が必要です

(賃貸借契約書や図面等のコピー)

力 正当な立ち退き要求を愛けているが立ち退き先がない
※家賃の未払い等、自己の責めに帰すべき理由による場合は除く

キ 通勤に著 しく時間がかかつている
ク 収入に比べて著 しく家賃が高い
※申し込み時に家賃がわかる資料の添付が必要です

(賃貸借契約書や通帳の引き落とし履歴等のコピー)

ケ その他、住宅に困窮していることが明らかと認められる

(5)入居しようとする者全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条

第 6号に規定する暴力団員でないこと

(6)入居しようとする者全員が、入居許可日から14日以内に入居できること

申し込み出来ない世帯

(a)現 在、市営住宅や県営住宅などの公営住宅にお住まいの世帯
※川西市営住宅の「期限付き住宅」にお住まいの世帯を除く

(b)入 居しようとする者に、居住の有無を問わず持家がある方がいる世帯
※令和8年 6月 17日 (水)までに、「不動産売買契約書」や「登記事項証明書」等
を提出し、所有権がなくなったことがわかる場合を除く

(c)入 居しようとする者に、所得の申告をされていない方がいる世帯

(d)入 居しようとする者に、市税の滞納がある世帯
※市税 :個人市民税、固定資産税、軽自動車税 (執行停止中の方も含みます)

(e )婚姻していない未成年者の方のみの世帯

している事項が判明した場合は失格となります‐ ※申し込み後、上記に記載
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優先枠住宅について

下記に該当する世帯の申込者のみが優先枠住宅に申し込むことができます。

優先枠住宅に申し込まれる方は、さらに一般募集住宅の中から任意でもう1戸申し込み

できます。
なお、抽選結果の取扱に関しては次ページに記載 (「優先枠住宅申し込み時の抽選結果

取扱について」 )しておりますので、ご確認ください。

(1)高齢者世帯
申込者が60歳以上で、かつ同居者のいずれもが満 60歳以上または満 18歳未満
の方である世帯

(2)中度以上の障がい者がいる世帯

手帳 程度

身体障がい者手帳 1～ 4級

精神障がい者保健福祉手帳 1～ 2級

療育手帳 AまたはBl判定

障害年金 1～ 2級

※戦傷病者手帳をお持ちの方や原子

爆弾被爆者の方は別途お問合せく

ださい。

(3)ひとり親世帯
20歳未満の子を扶養している母と子若しくは父と子の世帯

(4)生活保護者世帯
生活保護法第 6条第 1項に規定する被保護者世帯

(注意)申 し込み時に「 生活保護受給証明書 」の提出が必要です。

(5)DV(配 偶者からの暴力)被害者のいる世帯
以下のいずれかに該当する配偶者等からの暴力を受けた被害者のいる世帯

ア 女性相談支援センターの一時保護または女性自立支援施設若しくは母子生活支援
施設における一時保護または保護が終了して 5年未満の方

イ 裁判所の保護命令の申立てをした方で、その命令が効力を生じた日から5年未満の方
ウ 女性相談支援センター等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
が発行されている方または配偶者暴力対応機関等において「公営住宅への入居等に関

する配偶者暴力被害申立受理確認書」による確認がされている方

(6)被災者世帯
被災市街地復興特別措置法第 5条第 1項第 1号及び同法第 21条に該当し、現に
住宅に困窮している世帯 ※法律に該当する災害か判断がつかない場合はお問合せください

(7)引揚者世帯
海外からの引揚者で、本邦に引揚日から起算して5年未満の方がいる世帯

(8)犯罪被害者世帯
犯罪被害者等基本法第 2条第 1項に規定する犯罪等により、現に居住する住宅に

引き続き居住することが困難となったことが明らかである方がいる世帯

4



【優先枠住宅申し込み時の抽選結果取扱について】

「優先枠住宅」と「一般募集住宅」の 2戸に申し込みされた方の抽選結果に対する

取決め事項です。 (抽選は優先枠住宅、一般募集住宅の順で行います)

抽選結果
最終結果 取決め事項

優先枠住宅 一般募集住宅

仮当選
仮当選

優先枠住宅
一般募集住宅の抽選への参加は出来ません。

補欠仮当選 仮当選
仮当選

一般募集住宅

優先枠住宅の補欠仮当選は無効になります。

無効になった補欠仮当選については、全ての抽

選終了後に再抽選を行います。抽選時の取決め

事項は次の通りです。

0補欠仮当選 順位 1位が無効となった場合、
先の抽選で補欠仮当選 順位 2位の方が 1位
に繰り上がり、)贋位 2位の再抽選を行います

②補欠仮当選 順位 2位が無効となった場合、
順位 2位の再抽選を行います

0補欠仮当選 順位 1位と2位の両方が無効と
なった場合、両方の再抽選を行います

補欠仮当選 補欠仮当選

補欠仮当選

優先枠、一般

募集とも

補欠仮当選が繰上げされ仮当選者になる場合。

2戸の補欠仮当選のうち、先に繰上げになった

住戸で決定となります。
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期限付き住宅について

期限付き住宅とは、子育て世帯を支援する目的の住宅です。入居期間は許可日から

10年間となります。期間経過後は退去していただく住宅です。

(1)申込資格
2・ 3ページの申込資格をすべて満たし、かつ入居申し込み時点で、中学校を卒業

するまでの子 と同居 している 3人以上の世帯。
※お子様お 1人でも中学生を卒業するまでの方がおられる場合は対象となります

なお、期限付き住居については、申込世帯が市外在住であっても「申込世帯の親」

が川西市在住であれば申し込み可能です。

※「申込世帯の親」とは、申込者とその配偶者どちらの親も対象となります

申し込みが可能な例

申込世帯の居住地   神戸市
申込世帯の親の居住地  川西市

(2)期間
入居期間は許可日から10年間 (今回の募集では令和 8年 9月 1日 より10年間)
の期限となります。 (厳胃 )

車椅子対応住宅について

【住宅の特徴 】

車椅子を常用されている方が車椅子に乗ったままでも生活ができるように、玄関の扉、

流し台、風呂場、室内の段差などが車椅子に対応したものとなっています。

また、万一時に緊急通報システムによる通報が出来ます。

【申込できる世帯 】
2・ 3ページの申込資格をすべて満たし、かつ車椅子常用者がいる世帯です。

① 当選後に車椅子常用の必要が明記されている医師の診断書をご提出
いただく場合があります

② 車椅子対応住宅の内覧について ※内覧対象はこの部屋のみです
車椅子対応住宅は、車椅子を利用しやすいよう一般の住宅と異なる

仕様となっています。そのため、ご希望の方は申し込み前でも住戸

内の内覧をしていただくことが可能です。

③ 入居された後、車椅子が不要になったり、車椅子を使用する人が死

亡もしくは退去された場合は、住宅の返還又は別の住宅への住替

(引越費用等は自費)を していただきます。
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申し込みに際し了承・注意していただくこと

下記は申し込みから入居後までについて記載しています。事前に内容を確認し、

ご了承のうえお申込みください。

(1) 申し込みは、1世帯につき1通に限ります。
(2通以上の申し込みをされた場合は、すべての申込書が無効になります)

(2) 申し込み後の同居親族等の変更はできません。

(3) 申込用紙 (川西市市営住宅入居申込書)及び添付書類の返却はいたしません。
また、申込用紙の記載内容が事実と相違するとき、無効とする場合があります。

(4) 抽選の後、仮当選者については、必要書類を提出していただき入居資格審査を

行います。入居資格審査で、申込書内容が事実と異なるとき、もしくは当該内

容が資格審査時まで継続されていないときは、失格となります。

なお、補欠仮当選になった方も同様です。

(5) 入居しようとする住宅内部は、鍵渡し前に部屋の下見をすることはできません。
川西市営住宅管理センターにて一部写真を公開します。

(6)住 戸内は破損の著 しいものに限り修繕 していますが、あくまでも以前に人が居
住 していた住宅ですので、新築住宅のような状態ではありません。

(7) 市営住宅では、住みよい団地生活をおくるために、共用部分等の清掃や草刈等、
ご協力いただきます。

(8) 入居後は、家賃のほかに毎月、共益費 (団地内共同施設の水道光熱費等)の負
担が必要となります。

(9) 市営住宅では、犬 。猫・鳥等の動物の飼育はできません。それらを飼っている

方は、入居までに誰かに譲るなどする必要があります。

(10)入居後は、毎年、前年の収入を申告していただきます。(毎年 8月 頃)

(11)収入が一定額以上になった場合、最大、近隣の民間住宅家賃と同等の家賃にな
る場合があります。

(12)入居される世帯以外の方を緊急連絡先として登録 していただきます。

(13)家賃、駐車場使用料は銀行の口座振替で納めていただきます。
(指定口座より毎月 5日 に振替になります)

7



入居申込案内書 語句の説明

申込案内書の記載内容には「聞きなれないことば」が多いと思われます。
ここでは、それらのことばを抜出し、説明させていただきます。

語句 語句の意味 参考

年 齢
本紙記載の年齢は「令和 8年 5月 20日 (水)時点の
満年齢」です。

全文

優 先 枠 住 宅

一定の条件に該当されている方のみが応募できる住

宅です。

(条件)高齢者世帯、中度以上の障がい者がいる世帯、
ひとり親世帯、生活保護者世帯、 D Vl酉己偶者

からの暴力)被害者のいる世帯、被災者世帯、
引揚者世帯 、犯罪被害者世帯

P4

P5

収 入 基 準
「政令月収額の上限金額」を定めたものです。
上限を超えている場合は応募できません。

P21

裁 量 階 層 世 帯

一定の条件に該当されている世帯をいいます。

◎ 条件に該当される方は募集住宅応募時の

「政令月収額の上限金額」が変わります。

P21

政 令 月 収 額

下記の計算式で算出できます。

(年間総所得金額―控除額 )■ 12=政 令月収額
◎ 27・ 28ページの 【資料 4】 の記入例を参考
にして計算してください。

P24

P28

年間総収入金額

給与または年金についての収入額の合計をいいます。

給与または年金を 2か所以上から受けられている場合
は、各々の収入を合算 した金額を用いて所得金額を算

出して下さい。

P24

P28

年間総所得金額

給与所得、年金所得、事業所得等をそれぞれの収入金

額の計算式にあてはめて金額を算出してください。

年間総所得額 =給 与所得 +年金所得 +事業所得等
◎ 27・ 28ページの 【資料 4】 の記入例を参考
にして計算してください。
◎「申込書」の年間総所得金額欄に記入の際は上

記で該当する所得 (給与、年金、事業)を別々
tこ記入してください。

P24

P28

8



台還助公園 。

●

松ガ丘会館

ガ

一暑

● 生

荘

平井

長尾台

雲雀丘CC● υ

=町

0ゃ “ “

協田

C

D

募集住宅 位置図

0

団地名 交通手段

A 滝山団地 滝山駅より 引ヒヘ徒歩 5分

B 出在家団地 滝山駅より 南へ徒歩 5分

C 日高団地 川西能勢口駅より 】ヒヘ徒歩 9分

D 栄花団地・花屋敷団地 川西能勢口駅より 】ヒヘ徒歩 7分

E 栄南団地 川西能勢口駅より 西へ徒歩 1分

F 加茂桃源団地
川西能勢口駅 よリバス (62系統 )

加茂小学校前下車 直ぐ

9



募集住宅一覧表

◆ 優 先 枠 1主宅  (優先枠に該当する申込者のみ申し込みができます)

※栄南団地のエレベーターは各階には止まりません (停止階 )1'2・ 4・ 7・ 10階

■  塚害蜜写戸撞晃線造亀争且医撞患と桑よr控戸否深了推角臭if璽盈竃こ
とが

※もう1戸申し込みできるのは『 一般募集住宅 』の住戸のみです。

『 シルバーハウジング』『 期属長付き住宅 』は対象外

◆シルバーハウジング  ※単身での申し込みが可能です

シルバーハウジングは、満 60歳以上の自炊が可能な程度の健康状態である方を対象
とした住宅です。ただし、夫婦の場合は一方が 60歳以上であれば足ります。
多終文急通報システムや生活援助員による生活相談などのサービスが受けられるため、家貨

や共益費のほかに、別途収入に応 じてサービス費用をご負担いただきます。

また、別途、NTT電 話回線契約と電話機またはFAX機 が必要となります。

◆車椅子対応住宅

申 込

住宅番号
世静人数

霞地名

(所在妙

建設年度・構造

間取り・面積

風昌餓備

(遠 1)

エ レ

ベーター

小学校区

中学後区

金驀瞬8年度月額家質

(・注 2)
階数

都風

番号

1 2入 以 上
加茂携濠観地 1号 棟

〔力n茂石 I霞 8番 1号 )

平成 5年度

鉄筋 7踏津

3 DK・ 6 3 00nf

設踊付き あ り
加茂小

,手 i由南中

①27.500聘 でウ41,000門

Cう31,800,特  で矛46.800開

035,300的 054.100卜とl

5階 508

2 2入 以上
愛南医選地 1号棟

(栄町 27橿 1号 )

昭r,457年度

鉄骨鉄筋 11階 1争
3 DK・ 59.30言

設傷荷き
あ り

※

川芝ヨ小

川白中

28,000欝

(注3〉
4猪 407

3 2入以 上
栄花翻

'と

K棟

(栄町 7需 13号 )

平成 4年度

鉄筋 4踏館

3 DK・ 52.17下
設1焉付き な t″

桜が丘小

,11由 中

43,000FI

(滋 3)
3詣 302

4 2入以 上
滝山:露地

(滝 l11野 20器 2E,

辛威 4年度

鉄筋 8指津

3DK・ 59 30ボ
設働付き あ り

川ぬ比小

,11内 中

t,25,200閂 037.6001B

029,10C崎 042,900晦

033,300Ⅲ l C49,500購

7錯 702

5 2人 以上
側高翻地 A擁

([1高 町 5轟 1号 )

平成 8年度

鉄瘍 3踏離

39K・ 63′ 58ポ
教鶴付
=

な し
桜が丘小

,11白 中

49,000時

(注 3)
2紫 202

6
2人 以 下

(中 身可)

花屋数団地 A棟

(F″敷 1'胃 1 2 Fir 3号 )

令藉 3年度

鉄筋 8階 争々

l DK・ 31 39ド
設備付さ あ り

桜が丘小

川凸中

017,000円 025,300円

の19,600円 028,900円

022.500円 ◇33,400円

3弾除 304

申 込

住宅番号
世帯人数

団地名

(所在地)

建設年度・構造

間取り '面積

風諷設鱚

(注 1)

エレ

ベーター

小学校区

中拳検区

◆和8年度月額家資

(注2)
路敬
部区

番号

7
2人以下

(学 身可)

加茂挑環団地 4弓 薇

(加 茂 4チ ξ尋8轟 4号)

半成 6午座

鉄筋 7階女=
l DK・ 3150席

設衝付き あ り
加茂小

用由南中

013,900円 020,700陶

の16,000脚 023,600鴎

318,300円 027,200円

4階 408

注意

申 込

住宅番号
世帯人数

園地名

(所在地)

建餃年度・構造

間取 り・面積

風呂設備

(注 1)

エ レ

ベーター

小学校区

中学校区

令和8年度月額家貨

(注2)
鵞数

部置

番号

8 1人 以上
加茂挑源 lぬすと1号 棟

(力印た1::ヨ 8再 I号 )

半成 6午庄

鉄筋 7階F
2 DK・ 64 10oギ

裁面付よ あ り
加茂小

川由商中

●28,000瞬 ■41,700円

12132,300降 047,700牌

●,37,000時 055,000円

1鶏 104

2,3ペ ージの「申込資格」を満たし、かつ車椅子常用者がいる世帯を対象とした住宅です。
詳 しくは 6ベ ージにてご確認 してください。■
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◆ 期 限 付 き 住 宅 (中学校を卒業するまでの子と同居している世帯が対象です)

※エレベーターは各階には止まりません (停止階 )1・ 2・ 4・ 7,10階

子育て世帯を支援する目的の住宅です。入居期間は許可日から10年間とし、
期間経過後は退去 していただく住宅です。詳 しくは 6ページにてご確認ください。

◆一般募集住宅

【家賃区分】 (単位 :円 )

(注 1)家賃は毎年度見直されます。
(注2)政令月額が一定の金額を超えると、割増賃料が月額家賃に加算されます。

中 込

住宅番号
世帯人歓

園地名

(所在り

建設年度・帯造

閥取り`面機
風呂設備

エレ

ベーター

小学校区

中学校区

令細8年度月観宗資

(注り
臓数
部屋

番号

9 3人以上
栄南団地 1号棟

(栄町27番 1号 )

日召不日57年度

鉄骨鉄筋 11階建
4 DK・ 70 30席

設備付き
あ り

※

川西小

川西中

34,700円

(注2)
9階 901

中 込

住宅番号
世韓人数

園地名

(所在地)

建設年度・構造

岡取り・面機
風呂設備

エレ

ベ…夕…

小学校区

中学校区

令租8年度月観泰資

(造と〉
階翔l
部屋

番号

10 2人以上
加茂桃源団地 3号棟

(加茂 4丁目8番 3号 )

平成 2年度

鉄筋 7階建

3DK・ 63 00ド
設備付き あ り

加茂小

川西南中

①27,100円 ④40,400円

②31,300円 ⑤46,200円

③35,800円 ⑥53,300円

4階 410

11 2人以上
加茂桃源団地 4号棟

(加茂4丁目8番 4号 )

平成 6年度

鉄筋 7階建

3DK・ 63 00ド
設備付き あ り

カロ茂′lヽ

川西南中

①27,800円 ④41,400円

②32,100円 ⑤47,300円

③36,700円 ⑥54,500円

1階 104

12 2人以上
栄花団地 〕棟

(栄町7番 6号 )

平成元年

鉄筋 5階建

3DK・ 58 90∬
設備付き な し

桜が丘小

川西中

①24,700円 ④36,800円

②28,500円 ⑤42,000円

③32,600円 ⑥48,500円

2階 203

13 2人以上
出在家団地

(出在家町13番 32号 )

平成 4年度

鉄筋 4階建

3DK・ 61 90ド
設備付き な し

川西北小

川西中

①26,900円 ④40,100円

②31,100円 ③45,800円

③35,500円 ⑥52,900円

2階 203

14 2人以上
滝山団地

(滝山町20番 2号 )

平成 4年度

鉄筋 8階建

3DK・ 65 50∬
設備付き あ り

川西耳ヒ小

川西中

①27,900円 ④41,500円

②32,200円 ⑤47,400円

③36,800円 ⑥54,700円

7階 705

15 2人以上
日高団地 Bl棟

(日 高町8番 1号 )

平成 8年度

鉄筋 5階建

3DK・ 63 57浦
設備付き あ り

桜が丘小

川西中

49,000円

(注2)
1階 106

16 3人以上
日高団地B2棟
(日 高町8番 1号 )

平成 15年度

鉄筋 5階建

4 DK・ 73 65言
設備付さ あ り

桜が丘小

川西中

58,000円

(注 2)
2階 208

17
2人以下

(単身可)

花屋敷回地 A棟

(花屋敷 1丁目12番 3号 )

令和 3年度

鉄筋 8階建

l LDK・ 40 78浦
設備付き あ り

桜が丘小

川西中

①22,100円 ①32,900円

②25,500円 ⑤37,700円

③29,200円 ⑥43,500円

3階 315

18 2人以上
花屋敷団地 A棟

(花屋敷 1丁目12番 3号 )

令和 3年度

鉄筋 8階建

2DK・ 5010言
設備付き あ り

桜が丘小

川西中

①27,200円 ①40,600円

②31,400円 ⑤46,400円

③36,000円 ⑥53,500円

7階 709

家 賃 区 分 ③ ② ③ ④

裁量階層世帯 (21ペ ージ参照)

政令月収額

0

1

104,000

104,001

1

123f000

123,001

t

139000

139,001

1

158,000

158,001

186,000

186,001

1

214,000

‐
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募集住宅位置図 (戸別)および間取り図

【 申込住宅番号 】1番 (5階/508号室)

【団地名・間取り】加茂桃源団地1号棟 (3DK、 63口 00浦 )

逓路

阪

色

バ

ス

「
如

歳

小

学

較

← 至 鍔
|

国

|

匡週 〔亜17碍ゆ静 iス

川百蟻B便局

加茂桃源園地
1～ 4号棟

ラフ功‖西

●0●

至

●o●  国遭170号線,ヽイ,|ス

川

薔

市

遭

１

号

繰

パ

ス

Ｌ

匠

園→

【 申込住宅番号 】2番 (4階/407号室)

【団地名・間取り】栄南団地1号棟 (3DK、 59.30盾 )

I

●0●          ●0●

ビ
　
ル

●0●

百貨店 アステ川西

∞●   回追176号′燎

―

l~

実際の住宅は、バルコニーの形状が異なったり、反転モデルになる場合があります。

-12‐

加

茂

Ｌ
ど

も １

号
棟ハ

ビ

ネ

ス

川

西
２

号
棟

タランド

旧県」‖
百

4号練飲食店

３

号

棟 加嗣団地

浴宜

繭

トイレ l早入

不8雹き
(6畳〉

物

入

示曜

(CW農き〉 物

入

玄棚

タイニング
キッチン

バルコニー
中□白|力車適

バルヨニー

,籠

物

入

トイレ

洗面所
玄聞

0物入

罐
⑬

ヽ
物入

神入

蛍
エ

(C光尼肇)

ダイニング
キッチン

バル
=]ニ
ー

阪色,能勢電,宍「,1:薔能勢口J駅

パスターミナ,レ
本田団勉
と号棟

策南団地
鍔 棟

ス

ー

，、

１



【 申込住宅番号 】3番 (3階/302号室)

【団地名・間取り】栄花団地K棟 (3DK、 62日 17浦 )

ｔ

ｉ

県

道

川

西

篠

曲

線

,一 ・ I1  
‐
!

′ヽ ル :〕  工 ‐

溜

I線 分揮

策町G椋

脇

協 ダイエング
キッチン

玄聞

トイレ

以
一

物入

物入

/

|

L
'谷

窒コ
●0●    画

至 阪急・ バ ル コ エ ー

↓

【 申込住宅番号 】 4番 (7階/702号室)

【回地名・間取り】 滝山団地 (3DK、 59.30盾 )

秦

マンション

実際の住宅は、バルコニーの形状が異なったり、反転モデルになる場合があります。

至
漑

一

県
遭
川
西
篠
曲
線

猪
名
川

能
勢
電
鉄
妙
見
線

紫花K棟

栄花J棟

栄

町

Ｈ

練
Ｄ

棟

分

銀

川西郵便

局

「
鴬
の
き

駅

テ

一
一
「ム

纏

涵

手室

物入トイレ

玄開

物入

物入

ダイエンヴ
キッチン

ね三

if 5曇 ,

物入

バルョニー

滝

山

団

地

至
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盛車場

積が丘小学校

Ｂ

棟

【 申込住宅番号 】 5番 (2階/202号室)

【団地名・間取り】 日高団地A棟 (3DK、 63.58浦 )

川西市立

総合医療センター

00●

00●

川西おユ韓合センター

玄関

花屋敷園地

至 ,:理南後議 一

†

―

　

察

逮

川

西

俵

山

様

廊 下

ダイニング
キ牙 ン

1 

第
二路
立
 |

【 申込住宅番号 】6番 (3階/304号室)

【団地名・間取り】花屋敷団地A棟 (lDK、 31.39浦 )

I   !L

牟
驚

・
螢

ｉ

祭

道

差

西

豪

逸

鞣

4

卜
戯

ト
レ
コ
レ

A棟
: |と

淮

一 至 為顕寺

ド ド

降暑鎌
L

「

|

】:

実際の住宅は、バルコニーの形状が異なったり、反転モデルになる場合があります。

トラン

玄無騰身

トイレ

,挙黛
浴室

,先
`‐

逓

モ【,室

16・藤鬱'ど

ダイエング

キッチン
鵜貧

て6養 l

′く,レ
=1ニ ー

洗面

灌

奏gi宅

三望摯霊モ F書

4彗i宅

=豊
コ霊彰 E●

tン ンコi=

奏gi宅

好
=霊
咤К寺

■g王苺

==勇
増 ,換

=奮
重
=

=鎌
奎モG!'

■琶Ⅲ・▼弩
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加

茂

」
ど

も １

号

棟ハ

ビ

ネ

ス

川

西

グランド

旧朗 晴
西

4号標欲鑢

３

号

棟 加茂団地

２

号

棟

【 申込住宅番号 】7番 (4階/408号室)シルバーハウジング

【団地名・間取り】カロ茂桃源団地4号棟 (lDK、 31.50浦 )

コ 脚 通路

阪

息

パ

ス

川

西

市

適

１

号

線

川

西

市

適

１

号

線

加茂桃源団地
1～ 4号棟

匝豆コ固遭176号線りヽイパス 臣豆□
中国自動車適 1 至 湖 →

●o●  圏適176号翻マイリヽス

加茂桃源園地
1～ 4号棟

國 団琶176号締 イヽサヽス

至

囲 ooo 匡腫176号綜,下イ,ヽス

Ｌ

圧

回

【 申込住宅番号 】8番 (1階/104号室)車いす対応住宅

【団地名・間取り】力口茂桃源回地1号棟 (2DK、 64.10席 )

← 壼斜
|

← 至 斜
|

画

t

,議 誦

(瞬■け 打 ,こ  ,,こ
“
,

康

包

パ

ス

「
加

歳

小

学

機

パ

ス

Ｌ

匠

園→

実際の住宅は、バルコニーの形状が異なったり、反転モデルになる場合があります。

玄闘 トイレ

洗面

浴室

お

∪

ダイエング

キッチン

物入

和室

16畳 ,

バルコニー

一
こ
ど

１

号
練ハ

ビ

ネ

ス

川

西

ケうンド

旧祟立州
百

4号線毎ヽ食応

３

号
棟 力0歳団地

２

号

棟

競 蕪

洗 面

風

場

F' ,■ 墓 こ・ ,cれ
'トイ レ・

,髯
1入

(段 強 ォ ■

洗 震

(,Iき  芦 〉

玄  F,S

どrt 主

押 入

押 入

|

孝r]  ζH
(じ 提 )

(韓 氣
'ッ

|カ

幕 >“ 韓  昇 爆

ア イ エ ン イ ・

■!ィ チ ン

中国自動車適
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【 申込住宅番号 】9番 (9階/901号室)

【団地名・間取り】栄南団地1号棟 (4DK、 70日 30席)

|

●0●          ●0●

百貨店 アステ川西

…
   団遭176号線

…

竜
一
ビ
　
ル

―

げ

【 申込住宅番号 】10番 (4階/410号室)

【団地名・間取り】力口茂桃源団地3号棟 (3DK、 63.00席 )

通路

加茂桃源団地
1～ 4号棟

國  睡腫176弓諄
"ヽ

イ)ヽス 題区題B
←至鉗

|

中国會効車適 1 至 湖 →

園漣176号線,ゞイバス

|

実際の住宅は、バルコニーの形状が異なったり、反転モデルになる場合があります。

川

西

市

適

ヽ

号

徐

顔

患

パ

ス

『
加

茂

小

学

パ

ス

Ｌ

匠

回

,ゾ功皓西

パルヨエー

洋室
トイレ

物入物入

□
ダイエングキッ
チン

和室

(個 )

虫
ニ
(6畳)

バルコニー

阪急・白ヒ努電鉄『

"i西

能勢□J‐駅

,ヽスターミナ,レ
ポ躙団地
1号棟

衆南団地
鋳 棟

ス

ー

，、

１

ど

'Dも茂 「

号

棟ハ

ビ

ネ

ス

川

西

グランド

旧啜n)|
百

飲食応

３

号

棟 4鞘 み嚇倒絶

２

号

棟

浴室

洗面所

トイレ 押入

ネ曜

(蝦 )

物

入

示8室

(Cx庭主) 物

入

玄鶴

ダイニング
キッチン

バルヨニー
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どみ8
４

号

棟ハ

ピ

ネ

ス

川

西

タランド

旧暉EDI:
百

飲食店 4号粽

３

号

棟 み8歳団地

２

号

棟

【 申込住宅番号 】11番 (1階/104号室)

【団地名・間取り】カロ茂桃源回地4号棟 (3DK、 63.00席 )

通路

加茂桃源団地
1～ 4号棟

,ヽ

ス

癒腫司7碍線バイパス

川

西

市

遺

１

号

線

建

ス

「
伽

魔

小

学

彼

Ｌ

匠

画
←至斜

|

国

|

霊

ooo Eに 176弓

“"ヽ

イサヽヌ

→

【 申込住宅番号 】12番 (2階/203号室)

【団地名・間取り】栄花団地J棟 (3DK、 58.90ポ )

1練 分患裏

策町G練

●0● ∞● 厘剛

至 阪急・

実際の住宅は、バルコニーの形状が異なったり、反転モデルになる場合があります。

↑

―

県

道

川

西

篠

山

線

|

翻

トイレ 押入

罐

(6畳 )

物

入

物

入

玄鶴

ダイ三ング
キッチン

示曜

(C比目き〉

バルコユー
如 自1族H運

栄花 K棟

来花J棟

策

町

Ｈ

僚

バル コニ ー

洋室 和宣

16豊 )

物入 物入

トイレ 物 入

浴
=

洗面

ダイエング

キッチン

和室

16霊 )

Ｄ

碑

分

無

川西要8便

局

‐
17‐



店舗

店舗

圃

【 申込住宅番号 】13番 (2階/203号室)

【団地名・間取り】出在家団地 (3DK、 61日 90ポ )

至「滝山JH

能

勢
県

電
道

鉄

市立川西北小学校
川

妙

線

藪急バス
「出在家町Jバス停

Jバス停

(川西文化会館苗) 川西市役所

【 申込住宅番号 】14番 (7階/705号室)

【団地名・間取り】滝山団地 (3DK、 65日 50浦 )

至「敏ケ池 駅

寮

猪
名
〕:|

マンション

駅

実際の住宅は、バルコニーの形状が異なったり、反転モデルになる場合があります。

見

線篠

山
川

西

市

遭

４

号

線

至「串廷精J駅

懇

一

県
適
用
西
篠
山
線

能
勢
電
鉄
妙
見
線

パルコニー

押入

和 室

(6長 )

和 室

(6長 )

便所

玄関

面

　

濯

鳳 昌

和 室

(6曇 )

ダイニング

キッチン

パ ル コ ニ ー

『
鴬

の
参

駅

テ

一
一
，
ハ

滝

山

団
地

澪室

トイレ

玄関浴室

苅

物入 物入

物入

ダイエング
キッチン

雰8密

(6畳〉
物入

パルヨエー

至
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壌が丘小学絞

Ａ

棟

Ｂ

棟

駐車場

【 申込住宅番号 】15番 (1階/106号室)

【団地名・間取り】日高団地Bl棟 (3DK、 63.57ポ )

,1題市立

総合医療センター

廊 下

|

第.

遺
,tl

甍

機

山

徹

歴奪宝峰全tン鉾□

1 
癖
二簿
立
 |

【 申込住宅番号 】16番 (2階/208号室)

【団地名・間取り】日高団地B2棟 (4DK、 73.65浦 )

日高園地
A棟・ B棟

'1画

市立
総台医療センター

廊下

′くル ヨ 三二一

ｔ

ｉ

　

素

逮

＝

彊

犠

山

燎

●0●

「嘉西臨ユ博atレ ,―

1 

傷
二鎌
立
 |

実際の住宅は、バルコニーの形状が異なったり、反転モデルになる場合があります。

玄 関

浴室洋 室

物入

トイ レ

和室

〔6畳 )

|t 物

入

物

入
ダイエング

キッチン和室

(6畳 )

′ウ レコ rユ ー

嶺が丘小学歌

Ａ

棟

Ｂ

棟

駐車場

MB

浮室 洋室

トイレ

物

入

玄関

洗面

浴室

物入 物 入

洋霊

ダイニング

キッチン

和室

(6豊 )

‐
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=ど
色奪

=皇
諺霞竜F今

驀雷住宅

π豊予密をこ0

■ンフコン

寄gここ

漿
=霊
竜 K妻

4g笙宅

策花轟を ,機

存雪七宅

笠守霊セG:φ

【 申込住宅番号 】17番 (3階/315号室)

【団地名・間取り】花屋敷団地A棟 (lLDK、 40,78席 )

II   IL

牟

花屋敷園地 ダイ=ングキッチン

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． 鍵１

県

進

着

懸

雲

ｌＬ

鞣

玄
関

トイレ

一
岳

洗面所

A擦

i こ一奉

至 ,ti爵市役所 →

ド
日

灌

ｔｒオ．募ヽ
Ｔ，色・ぶす・

L

「 t

← 奎 為霰寺

【 申込住宅番号 】18番 (7階/709号室)

【回地名・間取り】花屋敷団地A棟 (2DK、 50口 10廟)

:   !L

牟

↓す|:姦能勢E路釈
| I I  t

至 デ1態南食誘 一

t

１

曇

適

矯

姦

笙

由

球

1:11畿

ダイエング
キッチン

―
箕

洗
面
所

花屋敷園地
A棟 事甲入

洋室 不瞳

ド

と

「口
― 至 為額寺 t,I:聾柱券露票

I I I  I

実際の住宅は、バルコニーの形状が異なったり、反転モデルになる場合があります。

漣

1吾
'・

▼埼

,そ 0:姦 :

窮g室t

■霊筆霊おF'手

喜彗tt

=豊
子霊竜 E'S

=g住
宅

貨
=壼
毛 K:争

=g=宅
策
=姿
を ,祭

=室
t=

笠著霊モG:|

■ヨOr豊
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【資料 1】

収入基準について

1. 入居収入基準

政令月収額が下表に該当する方が申込できます。

※年齢は令和8年 5月 20日 (水 )時点の満年齢です

該当世帯 該当要件
政令月収額

日高回地 その他回地

裁

里

階

層

世

帯

高齢者世帯

下記、①②の両方に該当する世帯

①申込者が満60歳以上

②申込者を除く入居予定の方のいずれもが満60歳以上

又は満18歳未満の方である世帯

139,000円

以下

214,000円

以下

障がい者世帯

入居する方の中に①～③に該当する方がいる世帯

手帳 程度

①身体障がい者手帳 1～ 4級

②精神障がい者保険福祉手帳 1～ 3級

③療育手帳 A～ B2判定

子育て世帯 中学校を卒業するまでの子供がいる世帯

若年世帯

合計年齢が80歳未満の夫婦世帯 (婚姻の届け出をして

いないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者。その他

婚姻の予定者を合む)

ひとり親世帯
配偶者 (内縁関係を合む)のない方で、かつ、同居者に

扶養親族である18歳未満の子がいる世帯

戦傷病者世帯

入居する方の中に戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の

別表第1号表の2の特別項症から第 6頂症まで又は、同

法別表第1号表の3の第1款症の障がいのある方がいる世帯

被爆者世帯

入居する方の中に原子爆弾被爆者に対する援護に関する

法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受

けている方がいる世帯

引揚者世帯
入居する方の中に海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明

した方)で日本に引き揚げ日から5年未満の方がいる世帯

ハンセン病療養所

入所者等世帯

ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給に関す

る法律第 2条に規定するハンセン病療養所入所者等、に

該当する方がいる世帯

上記以外の一般世帯

114,000円

以下

158,000円

以下

‐21



【資料2】

控除額一覧表

控除対象 範囲 控除額

1.同居親族 申込住宅に同居する申し込み本人以外の方 38万円

2.老人扶養親族 扶養親族及び控除対象配偶者のうち 70歳以上の方 10万円

3,特定扶養親族 16歳以上 23歳未満の扶養親族 25万円

4.同居しない扶養親族 申込住宅に同居しないが所得税法上、扶養親族である方 38万円

5

障がい者

①特  別

障がい者

次の(1)～ (8)の いずれかに当てはまる方。

(申込者又は上記 1・ 2の対象者)

(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に

ある方 (こ れに該当する人は特別障害者になります)

(2)療育手帳をお持ちの方

(こ のうち重度(A判定)の方は特別障害者になります)

(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

(こ のうち 1級の方は特別障害者になります)

(4)身体障害者手帳をお持ちの方

(こ のうち 1級、 2級の方は特別障害者になります)

(5)満 65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、 (2)又は(4)に

掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の

認定を受けている方

(6)戦傷病者手帳の交付を受けている方

(こ のうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第 3

項症までの方は、特別障害者となります)

(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚

生労働大臣の認定を受けている方

(こ れに該当する人は特別障害者になります)

(8)そ の年の 12月 31日 の現況で引続き6ヶ 月以上にわたっ

て身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要

とする方

(こ れに該当する人は特別障害者になります)

40万円

②「障がい者」

との重複控除は

できません

②障がい者

27万円

①「特別障がい

者」との重複控

除はできません

22



控除対象 範囲 控除額

6.寡  婦

寡婦とは、原則としてその年の 12月 31日 の現況で、「ひとり

親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と

事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がい

る場合は対象となりません。

① 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、
合計所得金額が500万円以下の人

② 夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明ら
かでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の

人。なお、この場合は扶養親族の要件はありません。

(注)夫 とは民法上の婚次因関係にある者をいいます

27万円

7.ひとり親

ひとり親とは、原則としてその年の 12月 31日 の現況で、婚

姻をしていないことまたは、配偶者の生死の明らかでない一定

の人のうち、次の二つの要件のすべてに当てはまる人です

① その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる
一定の人がいないこと

② 生計を―にする子がいること
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下

で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人

に限られます。

③ 合計所得金額が500万円以下であること

35万円

8

9

給与所得者

公的年金等所得者

申込者本人または同居親族で過去 1年間において給与所得又は

公的年金等に係る雑所得を有する者 (そ の者の所得等の金額が

10万円未満である場合には、その金額)

10万円

1～7と重複して

控除できます

※ 2及び 3における年齢は、令和 8年 5月 20日 (水 )時点の満年齢です

※4～ 7の控除は、所得税法上認定されている方に限ります

※控除額は該当者 1人についての額です

※ 8、 9の控除は、収入種別や収入金額により異なります
※ 6の控除は、所得金額から8、 9の金額を控除した残額が 27万円以上の方については、
27万円、 27万円未満の方についてはその所得金額を控除します
※ 7の控除は、所得金額から8、 9の金額を控除した残額が 35万円以上の方については、
35万円、 35万円未満の方についてはその所得金額を控除します

【例 1】

【イテ」2】

【夕」3】

【夕」4】

給与収入のみの方の『 給与所得者控除額 』

「給与収入」 160万円の方の「所得金額」は105万円 「控除額」は 10万円
年齢が 66歳の方で、年金収入のみの方の『 公的年金等所得者控除額 』
「年金収入」 115万円の方の「所得金額」は5万円 「控除額」は5万円
年齢が 66歳の方で、給与収入と年金J又入どちらも有る方の控除額
給与所得者または公的年金等所得者控除は、所得が 10万円以上の方については
10万円。 10万円未満の方についてはその所得金額を控除します。
入居者のうち複数の方が「給与収入」や「年金J又入」が有る場合、個々に控除を

受けることができます。【例 1】 【例 2】 【例 3】 に照らして控除金額を算出して

ください
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【資料3】

政令月収額の求め方 (計算方法)

[計算の順序]

(1)収入の種類別に所得金額を計算する

(2)各自の総所得金額を計算する

(3)収入のある人の総所得金額を合算 し、世帯の総所得金額を計算する

(4)世帯の総所得金額から控除額を差し引き12で割って政令月収額を計算する

1.種類別所得金額の計算

(1)給与所得の場合
年間総収入額を計算してから、年間給与所得金額を計算します。

2人以上の所得者がいる場合は、それぞれ計算し、合算してください。

◆年間総収入額の計算

令和 7年分の源泉徴収票の支払金額欄の金額

※仕事を始めた時期が下記に該当する場合は、下記の計算により算出された金額

※令和 8年 5月 20日 時点で仕事をされていない方は 0円で計算します。

◆年間給与所得金額の計算

円

仕事を始めた時期 計算の仕方

現在の勤務先に令和 7年 1月 2日 以後に就職

し、現在までに1年以上勤務している方
勤務した翌月から12か月分の総収入額

現在の勤務先に就職してから1年にならない方

勤務翌月から申込月の前月までの総収入金額をもとに計算

勤務した翌月から申込月の前月までの総収入額 一 賞与
×12+賞 与

勤務した翌月から申込月の前月までの月数

年間総収入(支払)金額 給与所得金額の算出式

651,000円未満 0円

651,000円以上～ 1,900,000円 未満 支払金額 -650,000円

1,900,000円 以上

;

3,600,000円 未満

次のとおり端数整理します

(ア )支払金額■4,000で

算出した答の小数点

以下を切り捨てる

(イ )上の (ア )で算出した

数イ直に4,000を 掛ける

(ウ )次に (イ )で算出し

た金額を右の算出式

に当てはめる

左の通り端数整理

した支払金額
×07-80,000円

3,600,000円 以上

;

6,600,000円 未満

左の通り端数整理

した支払金額 }
×08--440,000円

6,600,000円 以上～8,500,000円 未満 支払金額×09-1,100,000円

円
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(2)年金所得の場合
年間総収入額を計算 してから、年間年金所得金額を計算 します。

2人以上の所得者がいる場合は、それぞれ計算 し、合算 してください。

◆年間総収入額の計算

◆年間年金所得金額の計算

年金の受給期間 計算の仕方

① 弓|き続き1年以上年金を支給されている方 令和 7年分の源泉徴収票の支払金額欄の金額

② 年金を受給されてから1年に満たない方 年金証書の支払い年金額

円

収 入 金 額 年金所得金額の算出式

65歳以上

の方

1,100,000円 以下 0円

1,100,001円 以上～3,300,000円 未満 収入金額 -1,100,000円

3,300,000円 以上～4,100,000円 未満 収入金額×075-275,000円

4,100,000円 以上～7,700,000円 未満 収入金額 XO.85-685,000円

65歳未満

の方

600,000円以下 0円

600,001円以上～1,300,000円未満 収入金額 -600,000円

1,300,000円 以上～4,100,000円 未満 収入金額×0.75-275,000円

4,100,000円 以上～7,700,000円 未満 収入金額×0.85-685,000円

円
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(3)事業による所得の場合
下表により年間所得金額を計算 します。

2人以上の所得者がいる場合は、それぞれ計算 し、合算 してください。

◆年間総収入額の計算

令和7年分の年間所得金額

(令和 7年分の所得税確定申告書控えの所得金額)

※事業を始めた時期が下記に該当する場合は、下記の計算により算出された金額

※令和 8年 5月 20日時点で事業を辞めている方は0円で計算します。

2.各自の総所得金額を計算 (入居者全員分を計上)
総所得金額 =給 与所得 十 年金所得 十 事業所得等
(各自の総所得金額を計算 してください)

3.収入のある人の総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算

本人の総所得金額 家族 の総 所 得 金 額 世 帯 の総 所得 金 額

+

4。 世帯の総所得金額から控除額を差し引き、 12で割つて政令月収額を計算
※控除対象の詳細説明については22・ 23ページ 【資料2】 に記載しており

円

事業を始めた時期 計算の仕方

① 令和 7年 1月 2日 以後に現在の事業を始

めて 1年以上勤務している方

事業を始めた翌月から12か月の所得金額

計算式 :12か月の合計収入金額 ― 必要経費

②  現在の事業を始めてから、
まだ1年にならない方

事業を始めた翌月から申込月の前月までの総収入金額をもと

に計算した推定金額

勤務した翌月から申込月の前月までの総所得金額 ×12
事業を始めた翌月から申込月の前月までの月数

控  除  額控 除 対 象

円38万円×  人1.同 居 親 族

円38万円×  人2,同 居 し な い 扶 養 親 族

円10万円×  人3.老 人 扶 養 親 族

円25万円 X  人4.特 定 扶 養 親 族

円40万円×  人5-① 特 別 障 が い 者
円27万円 X  人5-② 障  が  い  者
円27万円×  人6.寡 婦

円35万円×  人7ひ   と  り  親
円10万円×  人8.給 与 所 得 者

円10万円×  人9.公 的 年 金 等 所 得 者

円控 除 額 の 合 計

ますので、ご確認のうえ控除額を入力してください。

世帯の総所得金額 控除総合計金額 政令月収額
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【資料4】

政令月収額の算出例

【年金収入の方の例】

本人73歳、妻70歳の2人世帯の場合
① 年金収入額を確認 (令和7年分の「源泉徴収票」の支払金額)

② 年金収入額から所得金額を掲載

伊J 年金収入額

本人(73歳 ) 2,250,000円

妻 (70歳 ) 950,000円

右の表にあて

はめて計算

③ 控除額を計算
控除対象 控除額

1.同居親族 38万円 X  l人      380,000円

2.同居 しない扶養家族 38万円 ×  人 円

3.老人扶養親族 10万 円 X l人    100,000円

4.特定扶養親族 25万円 ×  人 円

5-① 特別障がい者 40万円 ×  人 円

5-② 障がい者 27万円 ×  人 円

6.寡婦 27万円 ×  人 円

7.ひ とり親 35万円 X  人 円

8.給与所得者 10万円 ×  人 円

9.公的年金等所得者 10万円 X l人    100,000円

控除額の合計 580,000円

④ 世帯月収額より世帯政令月収額を計算 [:И歪夏延亜IIIこここ§:§II:こ l
【年間所得金額の合計 ―控除額の合計】■12=政令月収額
【 1,150,000円 - 580,000円 】 ■ 12=47,500円 (小数点以下切捨)

収入金額 算出式

65方尭

以上

1,100,000円 以下 0円 とする

1,100,001円 以上～

3,300,000円 未満
収入金額 -1,100,000円

3,300,000円 以上～

4,100,000円 未満
収入金額×0.75-275,000円

4,100,000円 以上～

7,700,000円 未満
収入金額×0.85-685,000円

65歳

未満

600,000円以下 0円 とする

600,001円以上～

1,300,000円 未満
収入金額 -600,000円

1,300,000円 以_L―

4,100,000円 未満
収入金額 XO.75-275,000円

4,100,000円 以上～

7,700,000円 未満
収入金額 XO.85-685,000円

伊」 年金所得額

本人(73歳 ) 1,150,000円

妻 (70歳 ) 0円

計 1,150,000円
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【給料所得の方の例】

本人 45歳 、妻 45歳 、子供 17歳 、 15歳 の 4人家族で申し込み
本人は令和元年 8月 1日 より現在の会社に勤務。妻は 3年前よリアルバイ ト勤務。

子供は 2人 とも学生で無職 (アルバイ ト収入なし)

① 本人、妻とも令和7年中の源泉徴収票の金額をもって計算

② 給料収入額から所得金額を計算

伊J 給料収入額

本人(45歳 ) 4,400,000円

妻 (45歳 ) 700,000円

右の表に当て

はめて計算

年間総収入 (支払)金額 給与所得金額の算出式

651,000円 未満 0円

651,000円 以上～1,900,000円未満 支払金額 -650,000円

1,900,000円 以上

∫

3,600,000円 未満

次の通 り端数整理 します。

ア)支払金額■4,000で

算出した答の小数点

以下を切り捨てる

イ)上のア)で算出した

数値に4,000を掛ける

ウ)次にイ)で算出した

金額を右の算山式に

当てはめる

左の通り端数整理した

支払金額 l

X07-80,000円

3,600,000円 以上

∫

6,600,000円 未満

左の通り端数整理した

支払金額 |
X08-4401000円

6,600,000円 以上～8,500,000円 未満 支払金額 X09-1,100,000円

③ 控除額を計算
控除対象 控除額

1.同居親族 38万円 X 3人 1,140,000円

2.同居しない扶養家族 38万円 ×  人 円

3.老人扶養親族 10万円 ×  人 円

4.特定扶養親族 25万円 × 1人 250,000円

5-① 特別障がい者 40万 円 ×  人 円

5-② 障がい者 27万円 ×  人 円

6.寡婦 27万円 ×  人 円

7.ひとり親 35万円 ×  人 円

8.給与所得者 10万円 ×1人+5万円 ×1人  150,000円

9.公的年金等所得者 10万円 ×  人 円

控除額の合計 1,540,000円

④ 世帯月収額より世帯政令月収額を計算 政令月収額 :132, 500円

【年間所得金額の合計 一控除額の合計】 ■ 12=政令月収額
【 3,130,000円 - 1,540,000円 】 ■ 12=132, 500円 (小数点以下切捨)

例 給料所得額

本人(45歳 ) 3,080,000円

妻 (45歳 ) 50,000円

計 3,130,000円
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【資料5】

令和8年度第 1回

川 西 市 長 宛

川 西 市 市 営 住 宅 入 居 申 込 書

令和   年   月   日

私は、川西市営住宅に入居したいので、申込案内書の記載内容をすべて了解の上で、必要書類を添付して下記のとおり申し込みます。なお、入居申

し込みの資格審査のために住民票・戸籍・所得・市税等納付状況・家屋の所有状況等の調査を行うことを承諾するとともに、この申込書の記載内容が

事実と相違するときは申し込みを無効とされても異議ありません。

が必要です。

また、 |き し履歴」等のコピーの提出が必要となります。

※ ご提出いただきました「川西市市営住宅入居申込書」および添付書類の返却は行いませんので、予めご了承願います。

フリガナ kカワニン  タロウ
氏   名 川西 太郎

申

込

住

宅

2
Ｔ

，

爾
帯
輌
携
耳

‘

電騒番号

(固定)
072-740-1090

申込住宅 1～ 6番の方は

10～ 18番からもう1戸申
し込みできます(計 2戸 )

現住所

(〒 666-0016)川西市中央町 3-2

勤務先名称
申

込

住

宅

２

つ

目
12

申

込

書

勤務先所在地 (〒

と,申込者の世轄構成であてはまる項目にOをつけてく造れヽ(入居申込案内書 P21「収入基準について」参照)

c齢
者世ぅ

′ヽンセン病療篠所

入所者等世帯

その他

一般世帯
若年世帯 ひとり親世帯 戦傷病者世帯 被爆者世帯 引揚者世帯障がい者世帯 子育て世帯

2.優先棒住宅 (中込住宅 1～ 6番)に申し込まれる方は以下のあてはまる裏目にOをつけてぐ驚い く入居申込案内書 P4「優先枠住宅について」参照)

犯罪被害者世帯生活保護者世帯
DV(配 偶者からの暴

力〕積害者のいる世帯
被災著世帯 引撮者世帯高齢者世帯

中度以上の障がい者

がいる世帯
ひとり親世帯

3.単身で申し込まれる場合 (申込住宅 6。 7・ 8・ 17番 )は、以下のあてはまる項目にOをつけて守錯い (入磨申込案内書 P2「申込資格」(2)参照)

AからB2の療育手

帳をお持ちの方

DV(配偶者等
からの暴力〕被吾者

満 60歳
以上の方

,級から4級の

身体障害者手帳を

お持ちの方

1級から3級の績神障

害者保健福祉手帳を

お持ちの方

原子爆弾

被爆者

海外からの

引掲者

′ヽツセン病療養所入

所者

単身で申し込まれる場合は、下記の両方に該当しているみ

要があります。該当しているか確認の上、図してください。

□ 戸籍謄本上、現在婚姻関係のあるものはいません

□ 住民票上も1人世帯となつており他の世帯員はいません

申

込

区

分

生活保護

受給者
戦傷病者

この欄には経載

しないでください
所得の種類
0をつけて霊さい

年蘭総収入金額

(命コ7年中の収入

“

入)
年間構所得金額

フリガナ

氏 名
続柄 生年月日 年齢 性別 職業 持家

昭 平・ 令カワニン タロウ
有

無

1,050,000 円

0 日71 男
有

無 i舜

1′ 600,000 円

1,000,000 円
川西 太郎

本人
:30年  1月  1日

カワニン ザヽナ] 昭 平・ 令
有

無

有

無

I

11500,000 円 4001000祠
川西 花子 :32年  1月  1日

69 女

昭・ 平・ 令
有 有

年

昭・ 平・ 令

無
事業

年

日
無

昭・ 平・ 令 円

　

円

一　

円

有

　

無

有

　

無

事業

給与

年金

入

居

し

よ

う

と

す

る

者

}

年   月  に

1.4500,000B合計 4′ 100.000 円入居しない

扶養親族
有 無 氏 名 続柄   年鈴

オ住宅の規模や設備

間取りが合っていない

面積 (    ∬)
間取 (     )

ウ他の世帯と同居

※同居者との関係

工住宅がないため親族と同居できない

(詳しい状況)
ア住宅以外の

場所に居住

イ崩壊の危険や衛生環境が悪い住宅

(詳しい状況)

住宅因窮理由

(駿当するものに

・現在の家質 (  60,000円
・生活保護受給者の場合は自己負担額

(   ′     円

ケその他、住宅に国窮している理由

申込案内書 9～ 20ページを参考に応

募住宅を 1つ選んで記入してください

「申込住宅」で 1～ 6番を選ばれた方は10～ 18番

より、もう1戸申し込むことが出来ます。 (任意)

入居される方、

あてはまる項

目1こ 「〇」を

してください。

入居される方、

全員記入して

下さい。申込

後の変更・追

加は認められ

ません。

■年間総収入金額は「給与」「年金」「事業」を別々に記入してください。

■年間総所得金額の計算方法が不明な場合は空欄でも結構です。

必ず記入して

ください。

※複数回答可

生活保護者世帯の方で「ク.家賃が高い」を選択された方は、住宅受給額

を超えた金額を記入 してください。超えておられない方の「ク.家賃が高

い」選択は出来ませんのでご注意ください。
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【資料6】

はがき (言己入伊J)

●下のはがきは、申込者に送りますので、住所は詳しく正確に記入してください

0はがきは2枚あります。 (抽選番号通知用・抽選結果通知用)

申込に必要なもの

1.川西市市営住宅入居申込書

2.はがき 2枚 (抽選番号通知用と抽選結果通知用 )

※郵送時は案内書に挟んである封筒にて入居申込書とはがき2枚を送ってください。

※申し込み時点では住民票や課税証明書等証明書類は必要ありません。

※生活保護受給中の方は、生活保護受給証明の提出が必要です。

※住宅困窮理由「家賃が高い」を選ばれた方は、家賃を証明できる書類の

提出が必要です。

はがき2枚とも85円
切手を貼ってください

85円
切手を必ず

貼って下さい

川西市中央町 3-2川 西北ビル

《返送先》

川西市営住宅管理センター

6 6 6 0 0 玉 6

記入箇所は 3ヶ所あります。

(郵便番号・住所 。申込者氏名 )

郵  使  `よ  力く き

(申 込 者 氏 名 ) 良る川  西
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【川西市市営住宅の申し込みに関するお問い合わせ先 】

住  所

電話番号

営業時間

川西市中央町3-2 川西北ビル 5階

(072)740-1090

月曜～金曜 9:00～ 19:00(年末年始・祝日除く)

当センター入居ビル (川西北ビル)には駐車場 。駐輪場

はございませんので、市役所駐車場・駐輪場をご利用願

います

●  ◆

去
―
糊

第二協立病院●

ロ

ラソラ川西●

コンピユエンスストア

注  意
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